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はじめに 

 

 本補助金は、地域の各種団体が連携し、自主的・自律的に地域課題を

解決する取組みを応援する補助金です。補助金を活用する事業を決める

ときは「地域課題の解決のために必要な事業か」ということを、地域の

皆さんでよく話し合うことが重要です。 

 また、補助金は公金であることから、「特定の人や団体のためになる

ことではなく、地域全体のためになることか」という視点も重要です。 

 自分たちの地域に必要な取組みを、地域の皆さんで話し合って、実行

していくために、本補助金が役立てられれば幸いです。 
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Ⅰ 瀬戸市地域力向上活動推進補助金の制度概要 

 

１ 目的 

  自分の住む地域が抱える課題の解決に向けて、まちづくりに取組む団体に

対して支援することによって、地域力の向上を促し市民による自助及び共助

活動の増進を促すことを目的として、補助金を交付しています。 

 

２ 交付対象事業 

  アクションプランや総会等で承認を得た計画に基づいて、地域力向上組織

が立案、実行する活動で次に掲げるいずれかに該当するものが対象になりま

す。 

  

分野 事業例 

防犯の強化に関する活動 防犯パトロール、防犯呼びかけ運動 

災害への準備及び初期対応能力の向

上に関する活動 
防災運動会、防災マップ作製 

交通安全に関する活動 交通ルール向上運動 

高齢者の生涯現役化に関する活動 お助け隊、井戸端会議、健康講座 

地域住民の知識及び経験の活用に関

する活動 
子どもへの手習い講座 

地域における教育及び子育て機能の

強化に関する活動 
見守りボランティア、子育て農園 

ごみ、資源リサイクル等の生活環境問

題の改善に関する活動 

犬ネコふん害防止活動、ポイ捨て撲滅

運動 

誰もが安心して住める環境づくりに

関する活動 
花壇整備、挨拶運動 

地域の伝統及び文化の継承に関する

活動 
地域の歴史、名所の調査 

その他市長が認めたもの 
外国人との共生マナー講座、公共交通

利用啓発 
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３ 交付対象経費 

  ○補助金の対象となる経費 

   補助金対象となる経費については、次の表のとおりです。 

費目 内容 
交付上限額

（円） 

消耗品費 

活動において必要となる文具・その他の消耗

品費 100,000 

備品費 

活動において必要となる備品扱いの物品購入

費 

※備品とは、その性質上、形状を変えることな

く、長期にわたり反復使用に耐えるものであ

り、単価が 5,000 円を超えるもの。 

30,000 

食糧調達費 
活動において、参加者に提供するものであり、

事業の実施に必要となる飲食物にかかる費用 
30,000 

借上料・謝金 
研修のための会場借上料、活動において必要

となる器具借上料や講師・専門家等への謝金 

 

印刷製本費 資料等の印刷や広報の製本に要する経費 

通信費 
地域力向上ホームページの運営に必要な経費

及び切手・はがき等郵便料 

視察研修費 地域力全体での研修に要する経費 

その他 

その他事業の実施のために必要な経費で、市

長が認めたもの。 

その他に計上する場合には一度担当にご相談

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇補助対象外経費となる経費は？ 

・活動を伴わない資機材等を整備、備蓄するための経費 

・親睦会や反省会等での飲食を伴う会合の飲食費 

・活動の拠点となる施設の整備にかかる経費  

などについては対象外経費となります。 
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【費目分類例】 

費目 例 

消耗品費 
筆記用具、紙コップ、紙食器、軍手、洗剤、見回り活動用のお

茶等、イベント参加景品、種・球根、土、草刈り機替え刃 

備品費 カメラ、椅子 

食糧調達費 サロンでのお菓子・飲み物、クッキング材料 

借上料・謝金 
会場使用料、器具借上料、各種機材レンタル料、会議室エアコ

ン代、講師謝金 

印刷製品費 広報印刷費、事業パンフレット印刷費、コピー代金 

通信費 ホームページ通信料、機器保守料、郵送料 

視察研修費 視察に係る交通費及び入場料 

その他 燃料費（混合油） 

 

【消耗品費と食糧調達費の分類について】 

経費の区分 分類の例 

消耗品費 

・事業に参加した子どもに配布するお菓子 

・イベントに従事した方へ配布するお茶 

・熱中症対策で参加者に配布する茶菓 

食糧調達費 

・高齢者サロン等で使用する茶菓 

・炊き出し訓練用で使用する食材 

・料理教室で参加者が使用する食材 

 

４ 交付対象期間 

  本補助金の交付対象経費は、補助金交付決定を行った当該年度の４月１日

から当該年度の３月末日までに支払った経費が対象となります。必ず、３月末

日までに支払いを済ませてください。 
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Ⅱ 補助金申請手続きの流れ 

  

地
域
力
向
上
組
織

瀬
戸
市

①交付申請（期限：６月３０日まで）

・補助金申請書（第１号様式）

・事業計画書

・収支予算書

②交付決定

・補助金交付決定通知書（第２号様式）

③交付請求
・補助金請求書（第４号様式）

④補助金の交付

⑤変更申請

・補助金変更申請書（第５号様式）

・変更後の事業計画書

・変更後の収支予算書

⑥変更決定
・補助金変更交付決定通知書（第６号様式）

⑦実績報告（提出は事業完了から３０日以

内もしくは４月１０日まで）

・補助金実績報告書（第８号様式）

・事業実績調書

・収支決算書

・領収書

・備品購入リスト

⑧交付決定
補助金確定及び精算通知書（第９号様式）

⑨精算の返納（５月末まで）

必要に応じて

当
年
度

翌
年
度
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〇変更申請について 

  次のいずれかに該当する場合は、変更申請書（第５号様式）の提出が必要で

す。 

  ①事業計画書に事業を新たに追加する場合 

  ②事業内容に大幅な変更を伴う場合 

  ③事業に係る予算に大幅な変更を伴う場合 

  ※大幅な変更とは、事業の目的が変更となる場合、当初申請していた内容と

異なる内容に変更する場合、事業を実施しない場合等を言います。迷った

場合には市にご相談ください。 

  ※事業間での予算充当について、大幅に充当する場合にはあらかじめ市に

ご相談ください。 

 

 〇振込先口座について 

  振込先口座については、口座振込依頼書により市に登録する必要がありま

す。代表者や口座名義人等が変更となった場合には登録の変更を行う必要

があります。 

  ※振込先については、１団体につき、１口座となります。 
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Ⅲ 補助金の Q＆A 

Ｑ 

備品の修繕費は対象となりま

すか？ 

Ａ 

活動の拠点となる施設の設備（付属部分の修

理及び修繕や造作を加えることを含む）にあ

たる経費は対象外となります。 

Ｑ 

各種行事を実施する際の賞

品・景品・参加記念品は対象

となりますか？ 

Ａ 

特定の一部個人に帰属するような賞品・景品

は対象外となります。ただし、広く不特定多数

の参加を募るイベントにおいて、参加者に配

る少額の参加景品などは、事業の実施に不可

欠と認められるものに限り対象となります。

その際の費目は「消耗品費」となります。 

金券やアルコール類などは対象外となりま

す。 

Ｑ 

スタッフ・ボランティア用の

昼食代は対象となりますか？ 

Ａ 

スタッフ等の飲食に要する経費は対象となり

ません。イベントにおいて、参加者に提供する

飲食物であり、事業の実施に不可欠と認めら

れるものに限り対象となります。その際の費

目は「食糧調達費」となります。 

Ｑ 

会合の出席者や、学校の見守

り活動従事者に対するお茶代

は対象となりますか？ 

Ａ 

会合の出席者に対するお茶代は対象となりま

せん。ただし、見守り活動の実施に必要不可欠

となる場合に限り必要最小限の範囲において

経費として認めます。その際の費目は「消耗品

費」となります。 

Ｑ 

防災訓練で炊き出しを行う際

の食材料費は対象となります

か？ 

Ａ 

安全安心の地域活動に該当し、地域力向上組

織のメンバーだけでなく不特定多数を対象と

したものであれば、対象となります。その際の

費目は「食糧調達費」となります。 
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Ｑ 

視察研修に行く費用は対象と

なりますか？ 

Ａ 

組織全体参加での視察に関しては対象となり

ます（グループの委員のみ参加の視察は対象

外）。ただし、視察研修に伴う飲食費は対象外

となります。 

Ｑ 

交通費については対象となり

ますか。 

Ａ 

活動に伴って発生する交通費（拠点施設への

往復や備品購入の移動等）については対象と

なりません。ただし、講師との打ち合わせや事

業実施のために視察に行く場合については対

象とします（できる限り公共交通機関での移

動をお願いします）。その際は「その他」に計

上してください。 

Ｑ 

スーパーのレシートを領収書

としてみなすことはできます

か？ 

Ａ 

購入したお店、領収年月日、購入した品名と個

数、領収金額を記したレシートであれば領収

書としてみなします。 

Ｑ 

関係書類はいつまで保管して

おいたらよいか？ 

Ａ 

関係証拠書類は５年間保存しておいてくださ

い。 

Ｑ 

認められない領収書はありま

すか。 

Ａ 

対象外経費への支出や、金額の内訳（単価・個

数等）の不明なものについては認められませ

ん。また、宛名は必ず、地域力向上組織の正式

名称としてください。個人別や地域力向上組

織の構成団体名となっているものは認められ

ません。 

Ｑ 

インターネットで購入して領

収書がでない場合、請求書を

領収書とみなすことはできま

すか。 

Ａ 

請求書を領収書とはみなせません。適切に支

払いが行われたことが分かる書類（口座振込

依頼書や通帳の写し等）を必ず提出してくだ

さい。 
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Ⅳ 提出書類の記入例 

（宛先）瀬戸市長

住　　　所

団　体　名

代表者職 会長

代表者氏名 〇〇　〇〇

１　補助対象年度 令和〇年度

２　補助活動名 〇〇地域力向上活動

４　予算総括表　　別紙１のとおり

第１号様式（第１０条関係）

６　収支予算書　　別紙３のとおり（事業ごとに作成）

令和〇年〇月〇日

瀬戸市地域力向上活動推進補助金申請書

　瀬戸市地域力向上活動推進補助金交付要綱第１０条の規定により、地域力向上活
動を別紙活動計画書のとおり実施したいので、下記のとおり補助金の交付を申請し
ます。

記

３　事業に要する経費及び補助金交付申請額

　　（１）      活動に要する総経費　　　１，００５，０００　円

　　（２）      補助金交付申請額　　　　　　８５０，０００　円

　※見積書等、補助金交付申請額の根拠資料は市の求めに応じて提出します。

５　事業計画書　　別紙２のとおり（事業ごとに作成）

〇〇地域力向上協議会

瀬戸市〇〇町〇番地

Ⓐ
Ⓑ

記入例
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（第１号様式）別紙１

年度

団体名

令和〇年度

○○地域力向上協議会
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（第１号様式）別紙２

年度

団体名

グループ名

　事業内容（必要に応じて欄の大きさを変えてください。）

事　　業　　計　　画　　書

令和〇年度

〇〇地域力向上協議会

子育て支援グループ  
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（第１号様式）別紙３

年度

団体名

グループ名

（１）収入の部 （単位：円）

市補助金

自治会補助金

参加費100×50人

（単位：円）

内　　　訳

うち自己資金等支払分 （内容、単価、人数等の積算根拠を記入）

20,000

0

20,000

40,000

令和〇年度

○○地域力向上協議会

子育て支援グループ

収　支　予　算　書

クッキング講座事 業 の 名 称

②の小計 15,000

合　計（①＋②） 105,000

①の小計 90,000

うち自己資金等支払分

②交付対象外経費 15,000

１　市　補　助　金 50,000

２　団体自己資金 50,000

食材　150円×50人×4回

紙コップ、紙皿、箸
調理器具　3,000円×３個
参加者参加景品　50人×30円

調理用器具　5,000円×２個

通信費

視察研修費

その他

備品
10,000

食糧調達費
30,000

5,000

Ａ小計 100,000

１　その他事業収入 5,000

Ｂ小計 5,000

合　計（Ａ＋Ｂ） 105,000

会議室使用料

はがき、切手代

(2)支出の部

0

0

15,000

0

区　　　分 費　　目
予　算　額

消耗品
30,000

①交付対象経費
(事業内容の実施のた

めに必要な経費)

借上料・謝金

印刷製本費

㋐
㋑

㋑

㋒
㋓

補助対象経費の一部を自己資金で支出する場合に

はこの欄に記載してください。
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  （第８号様式）別紙２

年度

団体名

グループ名

令和〇年度

○○地域力向上協議会

子育て支援グループ

事　　業　　実　　績　　調　　書

　事業内容（必要に応じて欄の大きさを変えてください。）
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（第８号様式）別紙３

年度

団体名

グループ名

内　　　　訳

参加費100円×50人

（単位：円）

内　　　訳

うち自己資金等支払分 （内容、単価、人数等の積算根拠を記入）

20,000

0

20,000

0

0

0

0

0

40,000

(2)支出の部

その他

紙コップ、紙皿、箸
調理器具　3,000×4個
参加者参加景品　50人×50円

調理器具　5,000円×2個

食材　250円×50人×4回

会議室使用料

はがき、切手

借上料・謝金

印刷製本費

通信費

視察研修費

5,000

15,000

0

１　その他事業収入

Ｂ小計

合　計（Ａ＋Ｂ）

決　算　額

60,000

50,000

110,000

5,000

項　　目

１　市　補　助　金

２　団体自己資金

Ａ小計

5,000

115,000

うち自己資金等支払分

②交付対象外経費 15,000

決　算　額

消耗品

備品

食糧調達費

40,000

10,000

30,000

0

費　　目区　　　分

0

①交付対象経費
(事業内容の実施のため

に必要な経費)

②の小計 15,000

合　計（①＋②） 115,000

①の小計 100,000

令和〇年度

○○地域力向上協議会

子育て支援グループ

収　支　決　算　書

クッキング講座事 業 の 名 称

Ⓐ－Ⓑが市補助金と一致す

ることを確認してください。Ⓐ
Ⓑ
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年度 令和〇年度 グループ名 子育て支援グループ

団体名 〇〇地域力向上協議会 事業名 クッキング講座

領収書

領収書

令和〇年〇月〇日

〇〇地域力向上協議会 様

金額 ￥１，２１０円
但 紙コップ（１１０円×７個）、割りばし（２２０円×２個）として

上記正に領収いたしました 瀬戸市□□町△番地

㈱☆☆☆商店

No.1

番号を振ってください。

（計算シートを使用する場合にはシート

にも同じ番号を記載してください。
あて先が、無記名のものや上様

などのものは認められません。
※地域力名は略さず正式名称で記

載してください。

内容は、具体的に書いても

らうようにしてください。

㈱☆☆☆商店
瀬⼾市□□町△番地

ご来店ありがとうございます。
20〇〇年〇月〇日 17：00

紙コップ
￥110×7 ￥770円

割りばし
￥220×2 ￥440円

小計 ￥1,210円
（うち消費税） 110円）
合計 ￥1,210円

No.1
領収書に必要な記載事項

①金額、②内容、③日付、④相
手方の住所・氏名（法人の場合
は会社名等）・印鑑が必要です。
また、領収書の場合には必ず宛
先の記載をお願いします。

※この様式に領収書等を貼り付
ける際には重ならないように貼
り付けてください。

  

 

 


